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１．本取り組みの目的・背景

• 熱中症のおそれがある労働者を早期発見し、重篤化を

防止するために、「体制整備」、「手順作成」、「関係労

働者への周知」が事業者に罰則付きで義務化される。

• 熱中症のおそれがある労働者を早期発見できるように、

ウェアラブルデバイス等の活用が推奨されている。

■厚労省資料「職場における熱中症対策の強化について」

◆ 厚労省は職場における熱中症による死亡災害を重く受け止めており、

熱中症対策として、「体制整備」、「手順作成」、「関係労働者への周知」が罰則付きで義務化（通達予定）
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１．本取り組みの目的・背景

【２０２５年度 本取り組みの目的・目標】

目的：西松建設の現場で働く人々の熱中症による災害をなくす

目標：熱中症による災害件数2024年度比50％削減（2024年度_74件）

熱中症発生が少ない労働環境を作業者の皆さんへ提供し、

「魅力あるゼネコンNo.1」を目指していきましょう！
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２.通信版カナリアとは

“通信版”カナリアのシステム

作業者

＋
無線通信

＜熱中症を未然に検知＞

・深部体温の上昇を推定
・３ヶ月充電不要
・ブザー音,LEDライトで通知
・防塵・防水：IP67

！管理者等へ
メール等で通知

！

（OKIPPAでも採用）
Sigfox通信

＜アラートを受信＞

・深部体温の上昇が閾値を超え
た場合、管理者へメールが届く

作業者

声掛け、体調確認
を行い休憩させる

＜管理者がフォローし、休憩させる＞

・管理者はメールを確認し、
着用者へ休憩など注意喚起を行う

＜無線通信で通知＞

・省電力の無線通信
(通信版でも充電不要)

・スマホ連携が不要な
無線通信規格を採用

・着用者の手元でアラート通知

橙枠：本開発で付加した仕様

白枠：現行カナリアの仕様

【凡例】

現行品カナリア ＋ 無線通信 ⇒ 管理者による監視体制
（深部体温の上昇を監視）※現行品カナリアの特長を保持したまま、通信機能を付加した

（１）システムの概要
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３．運用フロー

＜アラートレベルの定義、通知判断＞

• アラートレベルは検知アルゴリズムにより、4段階で定義しています。

• 発生リスクが高いと判断されるレベル3に達した際、手元で警告音が鳴るとともに、

管理者へメール通知します。

（１）アラート定義
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（２）アラート発報時のフロー

（前提）西松建設の熱中症対応：自覚症状、他覚症状が見られたら元請へ連絡し、対応の指示を受ける。

＜参考：レベル２の判断＞
①職長、現場職員へ収束メール
②通信版カナリアの表示
赤点滅から緑点滅に戻るとレベル２のサイン

熱中症の
症状がない

現場職員職長

作業中止指示

熱中症の
症状がある

レベル２まで休憩病院へ搬送

作業復帰できるか職長が体調確認

アラート発生 （着用者の手元でアラート鳴動、LED点滅 ＋ メール通知）

作業復帰

本人

音、LED点滅で通知

メールで通知

作業中止及び職長へ申し出

体調確認 体調確認

①職長へ連絡
②職長と連絡が取れない
 場合は、作業者へ連絡

緑 赤 無
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４．着用する対象者

土木現場：普通作業員（土工）、法面工、鳶工、トンネル工※、交通誘導員、
その他の職種工（コンクリート打設関係者他）

建築現場：鳶工、土工、軽作業員、杭打工、型枠大工、鉄筋工、鍛冶工、屋根葺工、
左官工、塗装工、ボード工、電気工事工、道路工、解体工、交通誘導員、
その他の職種工（コンクリート打設関係者）

（１）過去に熱中症の発症が多い職種

（２）その他

現場の判断とする：元請社員、派遣社員、その他リスクが高い職種や作業員

※トンネル坑内は、作業環境に応じて現場で判断する
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４．実施状況

（１）管理画面

（２）現場の管理状況

自分に紐付けされたカナリアを現場入場時に着用
し、退場時は所定の場所で保管し帰宅するルー
ルとしている。
※各自の管理による装着忘れや紛失防止のため

A 社

A 社

B 社

C 社

D 社

F 社

G 社

H 社
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